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届出重量上位５ヵ国の検査実績届出重量上位５ヵ国の検査実績
（（平成平成1919年度：速報値年度：速報値））
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おもな食品衛生法違反内容おもな食品衛生法違反内容
（（平成平成1919年度：速報値年度：速報値））

衛生証明書の不添付衛生証明書の不添付0.50.566病肉等の販売等の禁止病肉等の販売等の禁止99

1,1811,181（延数）（延数）

1,1201,120（（違反届出件数違反届出件数））
計計

器具・容器包装の規格基準違反器具・容器包装の規格基準違反、、原材料の材質別規原材料の材質別規
格違反格違反5.65.66666

規格基準に違反する器具・規格基準に違反する器具・
容器包装の販売等の禁止容器包装の販売等の禁止1818

野菜及び乾燥野菜の成分規格違反（農薬の残留基準野菜及び乾燥野菜の成分規格違反（農薬の残留基準
違反）、水産物及びその加工品の成分規格違反（抗違反）、水産物及びその加工品の成分規格違反（抗
菌性物質の含有、農薬等の残留基準違反）、冷凍食菌性物質の含有、農薬等の残留基準違反）、冷凍食
品の成分規格違反（一般生菌数、大腸菌、大腸菌群）、品の成分規格違反（一般生菌数、大腸菌、大腸菌群）、
添加物の使用基準違反（ソルビン酸、安息香酸等）、添加物の使用基準違反（ソルビン酸、安息香酸等）、
添加物の過量残存（二酸化硫黄等）添加物の過量残存（二酸化硫黄等）

69.369.3819819
規格基準に違反する食品等規格基準に違反する食品等
の販売等の禁止の販売等の禁止1111

サイクラミン酸、ＴＢＨＱ、ポリソルベート、パテントブサイクラミン酸、ＴＢＨＱ、ポリソルベート、パテントブ
ルールーⅤⅤ、アゾルビン等の指定外添加物を使用した加、アゾルビン等の指定外添加物を使用した加
工食品工食品

5.85.86868
指定外添加物の販売等の指定外添加物の販売等の
禁止禁止1010

とうもろこし、ハトムギ、落花生、アーモンド等のアフラとうもろこし、ハトムギ、落花生、アーモンド等のアフラ
トキシンの付着、食肉製品のリステリア菌による汚染、トキシンの付着、食肉製品のリステリア菌による汚染、
有毒魚の混入、下痢性・麻痺性貝毒の検出、キャッサ有毒魚の混入、下痢性・麻痺性貝毒の検出、キャッサ
バ等によるシアン化合物の含有、米の輸送時中の事バ等によるシアン化合物の含有、米の輸送時中の事
故による腐敗・変敗・カビの発生故による腐敗・変敗・カビの発生

18.818.8222222
有毒・有害物質等を含有す有毒・有害物質等を含有す
る食品等の販売等の禁止る食品等の販売等の禁止66

主な違反内容主な違反内容
構成比構成比
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農薬の残留基準の設定方法農薬の残留基準の設定方法

日本人が一日に摂取する食品中に含まれる残留農薬日本人が一日に摂取する食品中に含まれる残留農薬

を推定し、その合計がを推定し、その合計が A D I A D I （一日許容摂取量）（一日許容摂取量）※※11のの

8080％を超えない範囲で基準を設定％を超えない範囲で基準を設定※※22

※※1   1   ある物質についてある物質について、、人が生涯その物質を毎日摂取し続けたとしても、健人が生涯その物質を毎日摂取し続けたとしても、健

康に対する有害な影響が現れないと考えられている一日当たりの摂取量康に対する有害な影響が現れないと考えられている一日当たりの摂取量。。

動物による毒性動物による毒性試験から、有害な作用の認められない量（無毒性量）を試験から、有害な作用の認められない量（無毒性量）を

評価し、安全係数（通常は種差、個体差それぞれ評価し、安全係数（通常は種差、個体差それぞれ1010）を考慮して設定）を考慮して設定する。する。

※※2   2   水や大気など食品以外からの農薬摂取の可能性を考慮。水や大気など食品以外からの農薬摂取の可能性を考慮。

国民平均だけでなく、国民平均だけでなく、幼少児、妊婦、高齢者も考慮幼少児、妊婦、高齢者も考慮

農作物によって毎日摂取する量、栽培に必要な農薬の農作物によって毎日摂取する量、栽培に必要な農薬の

量が異なることから、量が異なることから、食品ごとに基準を設定食品ごとに基準を設定


